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令和２年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する 

審査意見書の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定に基

づき、令和３年７月１２日付け大財第２９号により審査に付された令和２年度決算に係る健全化

判断比率及び資金不足比率について審査したので、その結果について、次のとおり意見書を提出

します。 
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

 

 

第１ 審査の概要 

この審査は、市長から提出された令和２年度大田原市における財政の健全化判断比率及び

資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかど

うかを主眼とし、計数の確認を行い実施した。 
 

第２ 審査の結果 
 （１）総合意見 

 審査に付された令和２年度大田原市における財政の健全化判断比率及び資金不足比率並

びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと

認められる。 

（単位：％） 

健 全 化 判 断 比 率 

及 び 資 金 不 足 比 率 

令和２年度 

決算に係る比率 

早期健全化基準 

又は経営健全化 

基準 

備     考 

令和元年度 

決算に係る比率 

平成３０年度 

決算に係る比率 

１ 実質赤字比率 ― １２．５４ ― ― 

２ 連結実質赤字比率 ― １７．５４ ― ― 

３ 実質公債費比率 ６．４ ２５．０ ７．１ ７．９ 

４ 将来負担比率 ６４．９ ３５０．０ ６３．７ ５８．２ 

５ 資金不足比率     

⑴ 水道事業 ― ２０．０ ― ― 

⑵ 下水道事業 ― ２０．０ ― ― 

 
  （注：「－」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値については該当なしを表す。） 

 

 （２）個別意見 

   ア 実質赤字比率について 

     令和２年度の実質赤字比率は、実質赤字額を生じていないため該当なしとなっている。 

   イ 連結実質赤字比率について 

     令和２年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額を生じていないため該当なしとなって

いる。 

   ウ 実質公債費比率について 

     令和２年度の実質公債費比率は６．４％で前年度より０．７ポイント下降し、早期健全化基

準の２５．０％を下回っている。 

   エ 将来負担比率について 

     令和２年度の将来負担比率は６４．９％で前年度より１．２ポイント上昇したが、早期健

全化基準の３５０．０％を下回っている。 

   オ 水道事業に係る資金不足比率について 

     令和２年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当なしとなっている。 
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   カ 下水道事業に係る資金不足比率について 

     令和２年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当なしとなっている。 

 

 （３）是正改善を要する事項 

    指摘すべき事項は特にない。 

 

（４）要望事項 

本市の令和２年度決算に係る財政の健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に規定する健全化判断基準を相当程度下回っているが、県内 14 市の中では

比率が高い状況にある。今後、数年間は、公共施設の整備に係る市債償還等が増加傾向とな

る一方、その財源となる地方交付税や財政調整基金の減少により実質公債比率及び将来負担

比率の上昇が見込まれる。また、人件費や扶助費等義務的経費の増加により、厳しい財政運

営が予想されることから、歳入の確保に万全を期すとともに歳出の徹底した見直しを行い、

健全で持続可能な財政運営に努められたい。 

 

 


